
亀 山 市 文 化 芸 術 基 本 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日  

       亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 条 例 第 ２ １ 号  

 

亀 山 市 文 化 芸 術 基 本 条 例  

 

亀 山 市 で は 、 古 代 三 関 の 一 つ で あ る 鈴 鹿 関 、 東 海 道 伊 勢 国 の 宿 場

町 で あ る 関 宿 な ど の 交 通 の 要 衝 と し て 育 ま れ た 歴 史 と 緑 豊 か で 温 暖

な 気 候 に 恵 ま れ た 風 土 が 礎 と な り 、 地 域 の か ん こ 踊 り な ど の 民 俗 芸

能 を は じ め と す る 多 く の 文 化 芸 術 が 生 み 出 さ れ 、 継 承 さ れ て き ま し

た 。  

こ れ ら の 先 人 た ち に よ っ て 培 わ れ て き た 文 化 芸 術 は 、 人 々 の 生 活

の 中 で 脈 々 と 受 け 継 が れ 、 今 日 に お い て 、 様 々 な 交 流 や 賑 わ い に つ

な が り 、 新 た に 現 代 ア ー ト や ミ ュ ー ジ カ ル な ど の 文 化 芸 術 が 創 造 さ

れ て い ま す 。  

こ の よ う に 、 文 化 芸 術 は 、 豊 か な 創 造 力 や 感 性 を 育 む 源 泉 で あ る

と と も に 、 多 様 な 価 値 観 を 認 め 合 う 共 生 社 会 を 実 現 し 、 地 域 社 会 の

活 力 や 魅 力 を 高 め 、 こ れ を 持 続 的 に 発 展 さ せ る た め に 重 要 な 役 割 を

果 た し て い ま す 。  

私 た ち は 、 こ れ ま で に 培 わ れ て き た 文 化 芸 術 を か け が え の な い 財

産 と し て 未 来 へ 引 き 継 ぎ つ つ 、 新 た な 文 化 芸 術 を 創 造 す る こ と に よ

っ て 、 心 豊 か で 活 力 と 魅 力 に あ ふ れ る ま ち を 目 指 す こ と を 決 意 し 、

こ の 条 例 を 制 定 し ま す 。  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 文 化 芸 術 に 関 す る 施 策 に 関 し 、 基 本 理 念 を 定

め 、 市 の 責 務 及 び 市 民 の 役 割 を 明 ら か に す る と と も に 、 文 化 芸 術

に 関 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 文 化 芸 術 に

関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 も っ て 心 豊 か で 活 力 と

魅 力 に あ ふ れ る 地 域 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  



（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ） 文 化 芸 術  芸 術 、 生 活 文 化 、 文 化 財 等 そ の 他 の 文 化 芸 術 基 本

法 （ 平 成 １ ３ 年 法 律 第 １ ４ ８ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） に 規 定

す る 文 化 芸 術 及 び 文 化 的 な 景 観 を い う 。  

（ ２ ） 文 化 芸 術 活 動  文 化 芸 術 を 創 造 し 、 発 信 し 、 継 承 し 、 若 し く

は 享 受 し 、 又 は こ れ ら を 支 え る 活 動 を い う 。  

（ ３ ） 市 民  市 内 に 居 住 し 、 在 勤 し 、 又 は 在 学 す る 個 人 、 市 内 で 事

業 又 は 活 動 を す る 個 人 又 は 法 人 そ の 他 の 団 体 を い う 。  

（ 基 本 理 念 ）  

第 ３ 条  文 化 芸 術 に 関 す る 施 策 の 推 進 に 当 た っ て は 、 市 民 の 自 主 性

及 び 創 造 性 を 尊 重 し な け れ ば な ら な い 。  

２  文 化 芸 術 に 関 す る 施 策 の 推 進 に 当 た っ て は 、 市 民 が 等 し く 文 化

芸 術 活 動 に 参 加 で き る 環 境 の 整 備 を 図 る よ う 努 め な け れ ば な ら な

い 。  

３  文 化 芸 術 に 関 す る 施 策 の 推 進 に 当 た っ て は 、 多 様 な 主 体 の 連 携 、

協 働 及 び 交 流 を 図 る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

４  文 化 芸 術 に 関 す る 施 策 の 推 進 に 当 た っ て は 、 こ れ ま で に 培 わ れ

た 文 化 芸 術 を 、 市 民 共 有 の 財 産 と し て 未 来 に 引 き 継 ぎ 、 発 展 を 図

る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 市 の 責 務 ）  

第 ４ 条  市 は 、 前 条 の 基 本 理 念 に 基 づ き 、 文 化 芸 術 に 関 す る 施 策 を

総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 す る も の と す る 。  

（ 市 民 の 役 割 ）  

第 ５ 条  市 民 は 、 文 化 芸 術 活 動 を 担 う 主 体 と し て 、 様 々 な 文 化 芸 術

活 動 を 行 う と と も に 、 多 様 な 文 化 芸 術 を 理 解 し 、 及 び 尊 重 し 、 並

び に 相 互 に 交 流 を 深 め る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 文 化 芸 術 の 推 進 に 関 す る 計 画 の 策 定 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 文 化 芸 術 に 関 す る 施 策 の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 推 進



を 図 る た め 、 文 化 芸 術 の 推 進 に 関 す る 計 画 （ 法 第 ７ 条 の ２ 第 １ 項

に 規 定 す る 地 方 文 化 芸 術 推 進 基 本 計 画 を い う 。 以 下 「 文 化 芸 術 推

進 基 本 計 画 」 と い う 。 ） を 策 定 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 計 画 を 策 定 す る に 当 た っ て は 、 あ ら か じ め 、 広 く 市 民 の

意 見 を 聴 く も の と す る 。  

（ 市 民 の 文 化 芸 術 活 動 の 充 実 ）  

第 ７ 条  市 は 、 市 民 が 年 齢 、 障 が い の 有 無 等 に か か わ ら ず 等 し く 、

文 化 芸 術 活 動 に 参 加 で き る 環 境 の 整 備 を 図 る も の と す る 。  

（ 子 ど も の 文 化 芸 術 活 動 の 充 実 ）  

第 ８ 条  市 は 、 次 代 を 担 う 子 ど も の 豊 か な 創 造 力 や 感 性 を 育 む た め 、  

子 ど も が 優 れ た 文 化 芸 術 に 触 れ 、 文 化 芸 術 活 動 に 参 加 で き る 機 会

の 充 実 に 取 り 組 む も の と す る 。  

（ 交 流 の 促 進 ）  

第 ９ 条  市 は 、 文 化 芸 術 の 継 承 及 び 発 展 の た め 、 世 代 、 地 域 、 分 野

及 び 国 籍 を 越 え た あ ら ゆ る 文 化 芸 術 活 動 の 交 流 の 促 進 に 取 り 組 む

も の と す る 。  

（ 協 働 に よ る 文 化 芸 術 活 動 の 推 進 ）  

第 １ ０ 条  市 は 、 市 民 が 自 主 的 か つ 主 体 的 に 行 う 文 化 芸 術 活 動 の 充

実 を 図 る た め 、 協 働 に よ る 文 化 芸 術 活 動 の 推 進 に 取 り 組 む も の と

す る 。  

（ 文 化 芸 術 の 継 承 と 活 用 ）  

第 １ １ 条  市 は 、 先 人 た ち に よ っ て 培 わ れ て き た 亀 山 市 固 有 の 文 化

芸 術 を 次 世 代 に 継 承 す る と と も に 、 そ れ ら の 魅 力 及 び 価 値 を 高 め

る た め の 活 用 に 取 り 組 む も の と す る 。  

（ 文 化 芸 術 活 動 を 担 う 人 材 の 育 成 ）  

第 １ ２ 条  市 は 、 文 化 芸 術 活 動 を 担 う 人 材 を 育 成 す る た め に 、 必 要

な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。  

（ 情 報 の 収 集 及 び 発 信 ）  

第 １ ３ 条  市 は 、 亀 山 市 の 魅 力 を 市 内 外 へ 伝 え 、 か つ 、 市 民 が 文 化

芸 術 活 動 に 関 す る 情 報 を 十 分 に 享 受 で き る よ う に す る た め 、 文 化  



芸 術 に 関 す る 情 報 の 積 極 的 な 収 集 及 び 発 信 に 取 り 組 む も の と す る 。  

（ 文 化 施 設 等 の 活 用 及 び 充 実 ）  

第 １ ４ 条  市 は 、 市 民 に よ る 自 由 な 文 化 芸 術 活 動 を 促 進 す る た め 文

化 施 設 等 の 活 用 及 び 充 実 に 取 り 組 む も の と す る 。  

（ 文 化 芸 術 を 生 か し た ま ち づ く り の 推 進 ）  

第 １ ５ 条  市 は 、 教 育 、 健 康 、 ス ポ ー ツ 、 福 祉 、 産 業 、 観 光 そ の 他

の 様 々 な 分 野 に お い て 、 文 化 芸 術 に 関 す る 連 携 を 図 る こ と で 、 市

民 の 心 身 と も に 健 康 的 な 暮 ら し を 支 え 、 活 力 と 魅 力 に あ ふ れ る ま

ち づ く り の 推 進 に 取 り 組 む も の と す る 。  

（ 審 議 会 ）  

第 １ ６ 条  法 第 ３ ７ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 亀 山 市 文 化 芸 術 推 進 審 議 会

（ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

２  審 議 会 は 、 市 長 の 諮 問 に 応 じ 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 調 査 審 議 す る 。  

（ １ ） 文 化 芸 術 推 進 基 本 計 画 に 関 す る こ と 。  

（ ２ ） 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 文 化 芸 術 の 推 進 に 関 す る 重 要 事 項

に 関 す る こ と 。  

３  審 議 会 は 、 委 員 １ ０ 人 以 内 で 組 織 す る 。  

４  委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 し 、 又 は 任 命 す る 。  

（ １ ） 学 識 経 験 者  

（ ２ ） 専 門 知 識 を 有 す る 者  

（ ３ ） 文 化 関 係 団 体 の 代 表 者  

（ ４ ） 公 募 に よ り 選 出 さ れ た 者  

（ ５ ） 市 職 員  

（ ６ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 者  

５  委 員 の 任 期 は ２ 年 と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。 た だ し 、 補 欠 委 員 の

任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

６  委 員 は 、 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を

退 い た 後 も 、 同 様 と す る 。  

７  前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第６条及び第１６

条 の 規 定 並 び に 次 項 の 規 定 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 亀 山 市 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部

改 正 ）  

２  亀 山 市 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 平 成

１ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ３ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 亀 山 市 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 委 員 の 項 の 次 に 次 の よ う に

加 え る 。  

亀 山 市 文 化 芸 術 推 進 審 議 会 委 員  日 額  ７ ， １ ０ ０ 円  

 


